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◎開議の宣告 （午前１０時）

○議長（遠藤釈雄君） 皆さん、おはようございます。

12月定例会２日目でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。

きょうは事務局職員が、きのうと違いまして５人体制でございます。といいますのは、涌谷高等学校から研

修生として坂本君がお手伝いに来ておりますので、本日は５人体制でゆったりとやりたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

直ちに会議を開きます。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議事日程の報告

○議長（遠藤釈雄君） 日程をお知らせいたします。

日程はお手元に配った日程表のとおりでございます。

日程に入ります。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第１、議案第67号 原子力災害時における住民広域避難に関する協定の締結につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） おはようございます。よろしくお願いします。

それでは、議案第67号の提案の理由を申し上げます。

本案は、災害対策基本法第86条の８の規定及び石巻市が策定しました石巻市広域避難計画に基づき行われる

原子力災害時における石巻市民の広域避難を円滑に実施するため、石巻市と協定を締結するものでございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願いします。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

議案書１ページをお開き願います。

議案第67号 原子力災害時における住民の広域避難に関する協定の締結について。

別紙のとおり、宮城県石巻市との間において原子力災害時における住民の広域避難に関する協定を締結する

ことについて、涌谷町自治体間交流の協定等に係る議決等に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。

平成29年12月６日提出。涌谷町長。

次のページをお願いいたします。
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別紙。原子力災害時における住民の広域避難に関する協定書でございます。

協定の内容でございますが、本協定につきましては沿岸部の市町を除く涌谷町を含めました県内27市町が石

巻市と協定を結ぶものでございまして、第１条の目的におきましては、ただいま町長の提案理由で申し上げま

したように、東北電力株式会社女川原子力発電所において原子力災害が発生した場合の石巻市民の広域避難に

ついて円滑に実施するために必要な事項を定めるものでございます。

概要を説明いたしますけれども、第４条になりますが、受け入れ期間につきましては原則１カ月以内としま

して、災害の状況や避難者数などに応じて延長できるとしたものでございます。

第５条の受け入れ人数につきましては、上限を800人とするものでございます。

なお、避難場所につきましては、涌谷公民館とＢ＆Ｇ海洋センターを予定しております。

その他、広域避難における役割分担や避難所の運営、費用の負担等について規定されたものでございます。

協定の締結につきましては、ご可決をいただいた後に石巻市と日程調整をいたしまして行う予定でございま

す。

以上で説明を終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。質疑ございませんか。７番。

○７番（後藤洋一君） ７番後藤です。おはようございます。

１つ課長に確認したいことがあるんですけれども、この石巻市との協定に関しては、各県内の市町村ではど

のような関係になっているか、お聞かせいただきたい。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 石巻市との避難計画に係る協定でございますけれども、今回27市町との協

定となるわけですけれども、涌谷町と気仙沼市においては議会の議決後ということでございまして、それ以外

の市町につきましては12月１日をもって協定を結んでいるところでございます。

○議長（遠藤釈雄君） ７番。

○７番（後藤洋一君） 災害対策基本法というその意味の中身は、日本で定められた法律ですからその意味の趣

旨については当然理解しているところですけれども、私はなぜ各市町村との話をしたのかというと、例の原子

力安全協定というか、ＵＰＺ圏内の２市４町ですか、登米市、あと周辺では美里、そして涌谷町と、こういっ

た形で、原子力災害時ということになれば当然、女川原発というふうな関係で確かに石巻市に対する影響は大

変大きいものがあると思うんですけれども、当涌谷町も30キロメートル圏内に入っている意味でのこういう受

け入れ体制をする意味での協定、その辺についてはどうなんですかね。涌谷町としてもそういう災害になった

場合に、逆に避難するような関係が出てくる場合もあるんですが、その辺のかかわりについてはどのように考

えているのかお聞かせ願いたいと思います。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 女川原発のほうで万が一事故が発生いたしまして、ＵＰＺ圏内、この辺で

すと美里、涌谷、それから南三陸、登米市、東松島市とあるわけですけれども、放射能の関係でＵＰＺ圏内に

まで及ぶということになれば、当然今の涌谷町の原子力の避難計画の中では該当地域の方が避難するというこ

とになります。ただ、涌谷町の場合は大谷地短台地区が該当になっているわけですけれども、今現在の計画の
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中では２行政区の避難ということにはなっておりますが、実際になった場合にそこだけというふうなことには

ならないだろうというふうに私は今のところ考えていますが、それについては今後検討を進めていかなければ

ならないわけですが、ＵＰＺ圏内の行政区の方は避難する、それから石巻市の方が避難するということでの受

け入れというのはやらなければならないものというふうに考えております。

○議長（遠藤釈雄君） ７番。

○７番（後藤洋一君） ３回目、最後になりますけれども、私が一番心配しているのは、この受け入れ期間等に

よって800人の石巻市民の方を受け入れるということに対する涌谷町としてのそういった対応の仕方について

も、できるだけスムーズに、ＵＰＺ圏内にあってもこういった災害対策基本法に基づいてスムーズに対応でき

るようにしていかないと混乱を来すというふうなことにもなりかねないと思いますので、その辺を十分対処し

ていただいて、取り組んでいただきたいと。以上です。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） こういった事故というのは、ないことが一番なんですけれども、万が一そ

ういった事故が起きた場合に当然涌谷町でも甚大な被害が起きる可能性もあるわけですので、町の避難所がい

っぱいになって、例えば石巻市の方を受け入れられないというようなことも考えられるわけですけれども、そ

ういった場合には即石巻市のほうに連絡する、あと県のほうにも連絡するという中で調整をしていただくとい

うふうなことになるかと思いますけれども、広域避難ということでございますので、涌谷町外にかかわる住民

の方々の安全というものを確立させていきたいというふうに考えております。

○議長（遠藤釈雄君） ほかに。11番。

○11番（大泉 治君） 今回のこの協定については問題ないというふうには考えておりますけれども、さきの報

道によりますと涌谷町の防災ステーションに一時避難して、そこから各指定の避難地域に人数を振り分けると

いうような報道がなされておりました。そういったことからすると、一時避難というのは人数的なものはそこ

には明記されておらないと思うんですが、そういったところの話し合いというのはどのような方向に進んでい

るんでしょうか。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 一時避難というお話でございますが、防災ステーションにつきましては受

付ステーションということで設定されております。実際、涌谷町に来る石巻市民の方につきましては前谷地小

学校区域の方々が避難される予定になっているようですけれども、まずは退域検査ポイントというところで、

これはまだ決まっていませんけれども、放射能を浴びているのか浴びていないのかというふうな検査をしまし

て、一旦は防災ステーションのほうに来ていただきまして、そこで各避難者の避難先を振り分けするというふ

うなものでございます。

○議長（遠藤釈雄君） 11番。

○11番（大泉 治君） 防災ステーションに一時避難するような形というのは、たしか地域が、今説明あったよ

うに地域が限られておったと思います。そういったことからすると、人数もおのずから大体把握できるのかな

というふうに思います。ただ、ともにかなり近い地域に涌谷町民が住んでおられますので、そういったことか

らすると石巻市住民と涌谷町住民とのしっかりとした、みんなまぜこぜにならないような体制をきちんととる
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べきであろうというふうに考えますけれども、その辺のところを、涌谷町独自ではどこに一時避難するかとい

うことも、そういったことも含めてご説明いただければと。そしてまた、考えておかなければならないことな

んだろうというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 先ほど来、防災ステーションが一時避難所ということでお話しされており

ますけれども、防災ステーションは一時避難所ではなくて、あくまでも避難されてくる方々を一旦受け付けし

て、そこで避難所を振り分けるというふうなものでございます。（「待機所というような」の声あり）待機所

というか、一旦そこで避難されてきた方に寄っていただきまして、そこでこの集落の方々は公民館に行ってく

ださいとか、Ｂ＆Ｇの体育館に行ってくださいというふうな振り分けをする場所というふうなものでございま

す。

それから、避難所におきまして涌谷町の方々、それから避難されてくる方々が混在しないようにということ

でございますけれども、それらについては当然はっきり分けなければならないと思いますけれども、具体のも

のにつきましては今後実行性のある避難計画ということもありますけれども、検討する余地があると思います

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（遠藤釈雄君） いいですか。

ほかに。10番。

○10番（門田善則君） 10番門田です。おはようございます。

今回のこの議案については、石巻市との協定ということでありまして、27市町村が同意することであると考

えますが、問題は涌谷町のＵＰＺ圏内、30キロメートル圏内に入っている部分も避難しなければならないとい

った場合に、その行き先等もまだ決めかねている状況の中でこういった契約をするのは、涌谷町民をないがし

ろにして先に他町村の人を助けるみたいな言い方をしてしまえばそういったように見えてしまうんですね。で

すから、私は石巻市とやるのは別に構わないんですが、まず涌谷町の方をどのように避難させるかということ

を先に決めるべきではなかったのかなというふうに考えていましたが、その辺についてはいかがですか。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） ただいまの門田議員さんのご質問でございまして、涌谷町の対応を先に考

えるべきということでございますが、このことにつきましては平成27年の11月に原子力災害時における避難計

画という町の計画を定めております。その中で、石巻市から800人受けなければならないということでお話を

させていただいていたかと思いますけれども、涌谷町のＵＰＺ圏内の方々につきましては天平の湯、世代館、

研修館、そちらのほうに避難していただくというふうな考えでございます。

○議長（遠藤釈雄君） 10番。

○10番（門田善則君） 前にも言ったんですけれども、石巻の人が仮に、きょうお話を聞くとＢ＆Ｇだとか公民

館というと、距離的に言いまして、前谷地の人が来るというのであれば大谷地の一番端の人が仮に天平の湯に

来ても距離的にはそんなに変わらないと思うんですが、原子力災害時というのは福島であったように大変な被

害なんですね。そして、飯舘村というのは現場から相当離れたところで、大変な被害になっている。涌谷町は

30キロメートル圏内ですけれども、飯舘村はもっと離れているわけですね。そういったことから考えると、町
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内の避難計画もなければならないのではないかということを前にも委員会か何かで言ったような記憶があるん

ですが、その辺の考え方も含めた中で石巻の受け入れも考えていくべき、両方進行しなければならないという

お話をしたような記憶があるんですが、その辺の考えはなかったんですか。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 町で定めました避難計画につきましては、当時のですね、第１段階の計画

ということでございました。その後、山形県の大石田町との災害協定を結ばせていただきまして、万が一何か

あれば大石田町のほうに避難することも可能になるわけですけれども、実際30キロメートル圏、ＵＰＺ圏内の

方だけでいいのか、それとも箟岳地区、あるいは涌谷町全体が避難しなければならないような事態にもなりか

ねませんので、そういったことについては今後検討しなければならないものというふうに考えております。

○議長（遠藤釈雄君） 10番。

○10番（門田善則君） 恐らくそういうふうになるだろうというふうに考えます。

最後に１つ、この800という数字は石巻市が決めたのか、涌谷町が決めたのか、その辺だけ確認させてくだ

さい。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 今回の800人につきましては、石巻市の広域避難計画の中で、各市町それ

ぞれに振り分けたものでございます。

○議長（遠藤釈雄君） ほかにございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第67号 原子力災害時における住民の広域避難に関する協定の締結についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立全員であります。よって、議案第67号 原子力災害時における住民の広域避難に関

する協定の締結については原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第６８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第２、議案第68号 涌谷町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第68号の提案の理由を申し上げます。
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本案は、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う人事院規則の改正が平成29年９月15日に公布さ

れ、10月１日から施行されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものです。

主な内容といたしましては、非常勤職員の育児休業について、休業期間を再延長できるよう規定するもので

ございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） それでは、議案書５ページをお願いいたします。

新旧対照表につきましては、１ページでございます。

議案第68号 涌谷町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。

今回の改正につきましては、ただいま町長の提案理由にもありましたように、非常勤職員の育児休業につき

まして休業期間を２歳まで再延長できるよう改正するものでございます。

新旧対照表の１ページをごらんください。

第２条第１項第３号（イ）の改正につきましては、２歳まで育児休業を取得できるようにする規定を追加し

たことによる規定の整理でございます。

次のページ、２ページになりますけれども、下のほうにあります第２条の４、この規定につきましては新た

に追加するものでございまして、内容といたしましてはこれまで育児休業期間は原則として子が１歳に達する

までで、保育所に入れないなどの場合については例外的に１歳６カ月まで延長できるとしていたものでござい

ますが、１歳６カ月から２歳までの子供を養育するため、子が１歳６カ月に達する時点で育児休業をしていて、

かつ保育所等に入所ができないなど特別の理由がある場合につきましては２歳までの育児休業が取得できるよ

うにするものでございます。

次の３ページの下のほうになりますけれども、第２条の５、それから第３条第１項第７号の改正につきまし

ては、第２条の４が追加されたことによる条ずれ及び規定の整理でございます。

議案書５ページを見ていただきたいと思います。

附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。

以上で説明を終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第68号 涌谷町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第68号 涌谷町職員の育児休業等に関する条例の一
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部を改正する条例は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第６９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第３、議案第69号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第69号の提案の理由を申し上げます。

本案は、平成29年８月８日に人事院勧告が行われ、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

が平成29年11月17日に閣議決定されましたことに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。

主な内容といたしましては、期末手当を0.05カ月分引き上げる改正を行うものでございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） それでは、議案書６ページをお開き願います。

新旧対照表につきましては、４ページでございます。

議案第69号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例でございます。

本案につきましては、ただいま町長の提案理由にもありましたとおり人事院勧告を受け、国の特別職の職員

の給与に関する法律の一部が改正されることを踏まえまして、所要の改正を行うものでございます。

新旧対照表で説明させていただきます。

第１条関係ということで、町長等特別職の期末手当の支給割合を年間で0.05月分引き上げるとしまして、12

月支給分の1.7月分を1.75月分にし、年間支給率を3.25月分から3.3月分に改正するものでございます。

第２条関係におきましては、平成30年度以降の規定といたしまして、引き上げになりました0.5月分を年２

回に振り分け、６月支給分を1.575月分に、12月支給分につきましては1.725月分とするものでございます。

議案書の６ページにお戻り願います。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございまして、第２条の規定につきましては

平成30年４月１日から施行するものでございます。

終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第69号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
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本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第69号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第４、議案第70号 涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第70号の提案の理由を申し上げます。

本案は、平成29年８月８日に人事院勧告が行われ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法

律が平成29年11月17日に閣議決定されましたことに伴い、所要の改正を行おうとするものです。

主な内容といたしましては、民間給与との格差を解消するため、俸給表の水準を平均で0.2％、勤勉手当を

0.1カ月分引き上げるなどの改正を行うものでございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） それでは、議案書７ページ、それから新旧対照表につきましては５ページ

をお開き願います。

議案第70号 涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。

本案につきましては、議案第69号と同様、人事院勧告に基づく一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律で、一般職の国家公務員の給与、賞与が改正されることを踏まえまして、所要の改正を行うもの

でございます。

改正の内容といたしましては、１つが給与改定といたしまして民間給与との格差是正のため、初任給、それ

から若年層につきましては1,000円の引き上げを基本にしまして、平均改定率0.2％とし、29年４月１日にさか

のぼって支給するものでございます。

２つ目といたしましては、ボーナス、勤勉手当分でございますが、これの支給率の引き上げでございます。

それでは、新旧対照表の５ページを見ていただきたいと思います。

第１条関係ということでございますが、給料表の改定と平成29年度の勤勉手当等の改正となります。

第20条第２項の改正でございますが、勤勉手当につきましては12月の支給率を0.85月分を0.1月分引き上げ

まして0.95月分とし、年間支給率を1.7月分から1.8月分にするものでございます。

第２号につきましては、再任用職員の支給割合ですが、0.05月分の引き上げとなっております。

次の附則第21項の改正につきましては、55歳以上で６級職員の給与の減額措置に係る規定でございます。

それから、次のページの６ページ以下につきましては、給料表の改定でございますので、後ほど見ていただ
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きたいと思います。

新旧対照表、30ページ、31ページをお開き願いたいと思います。

第２条関係ということでございまして、ここでは平成30年度以降について規定しているものでございます。

第17条第２項の改正規定でございますが、時間外手当等を算出する際に使用する勤務１時間当たりの給与単

価の算出方法の改正でございます。

第19条第１項の改正につきましては、後ほど附則第18項を削除する規定がございますが、平成22年の改正で

これまで55歳以上の６級職員の減額措置を行ってまいりましたが、平成30年３月31日で廃止されることから、

附則第18項の規定部分を削除するものでございます。

次のページの第４項及び第20条第１項の改正につきましても、同様のものでございます。

第19条第２項の改正規定につきましては、文言の整理でございます。

次のページ、32ページをお願いいたします。

第20条第２項におきましては、勤勉手当の改正でございますが、平成29年度で引き上げしました0.1月分を

６月、12月の年２回に振り分けまして、それぞれ0.9月分とし、年間支給率を1.8月分にするものでございます。

次に、改正前のほうです、附則第18項でございますが、先ほど申し上げました55歳以上の減額措置につきま

して、その期間が平成30年３月31日までとされておりますことから、削除するものでございます。

37ページをお開き願います。最後のページになります。

附則第３条の涌谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例でございますが、これにつきましても先ほ

ど申し上げました給与条例附則第18項に係る部分を削除するものでございます。

それでは、議案書25ページにお戻り願います。

附則でございますが、第１条は施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第２

条の規定は平成30年４月１日から施行するというものでございます。

次のページでございます。

第２項では、第１条の改正については平成29年４月１日から適用するとしたものでございます。

次の第２条につきましては、給与の内払いについて規定したものでございます。

第３条につきましては、涌谷町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正ということでござい

まして、先ほど新旧対照表の中で説明したものでございます。

終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第70号 涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第70号 涌谷町職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第７１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第５、議案第71号 涌谷町町営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第71号の提案の理由を申し上げます。

本案は、町営沢住宅の解体が10月26日に完了し、住宅の用途を廃止したことに伴い、条例の整理をいたそう

とするものでございます。

詳細は担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（遠藤釈雄君） 建設課長。

○建設課長（佐々木竹彦君） それでは、議案書27ページと新旧対照表の最後、38ページをお開き願いたいと思

います。

議案第71号 涌谷町町営住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。

ただいま町長より提案理由をご説明申し上げましたとおり、昭和29年建築、耐火ブロック２階建て、259平

方メートルの沢町営住宅を、解体により用途を廃止したことから、条例の整理をするものです。

新旧対照表の別表、改正前の名称、町営沢住宅と、１の下線部を削除した改正後の表とするものです。

議案書にお戻りいただきまして、附則、この条例は公布の日から施行するものです。

終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第71号 涌谷町町営住宅条例の一部を改正する条例を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第71号 涌谷町町営住宅条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――



－５３－

◎議案第７２号から議案第７６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第６、議案第72号 指定管理者の指定についてから、日程第10、議案第76号 指定

管理者の指定についてまで、関連がございますので一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） ただいま一括で上程されました議案第72号から議案第76号までの議案につきまして、提

案の理由を申し上げます。

本案は、現在指定管理を行っております公の施設、わくや万葉の里、健康文化複合温泉施設、涌谷町研修館、

涌谷町世代館、涌谷町健康パークの５施設につきまして、指定管理期間が平成30年３月31日をもって満了とな

りますことから、平成30年４月からの指定につきまして議会の議決を求めるものでございます。

指定管理者の選定方法につきましては、ただいま申し上げました５施設を一体的に管理するものとして、公

募いたしましたところ、応募者は一般社団法人涌谷町地域振興公社の１団体のみでありましたので、涌谷町公

の施設指定管理者審査委員会での審査を経て、涌谷町地域振興公社を指定管理者として指定いたそうとするも

のでございます。

なお、指定期間につきましては、これまでの３カ年から５カ年とし、平成30年４月１日から平成35年３月31

日までの期間とするものでございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願いします。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） それでは、議案書28ページから29ページをお開き願いたいと思います。

ただいま一括上程されました議案第72号から議案第76号までの指定管理者の指定について説明いたします。

定例会資料１ページをお開き願います。

議案第72号は、施設の名称、わくや万葉の里、天平ろまん館でございます。

議案第73号につきましては、健康文化複合温泉施設、天平の湯でございます。

議案第74号につきましては、涌谷町研修館。

議案第75号は、涌谷町世代館。

議案第76号につきましては、涌谷町健康パークでございます。

それぞれ指定管理者を指定することにつき、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。

ただいま町長の提案理由にもありましたとおり、現在指定管理を行っているただいま申し上げました５施設

につきましては、来年の３月末で期間満了となりますことから、平成30年４月からの指定についての提案でご

ざいます。

資料のほうには、議案ごとの施設の名称と施設の概要、指定期間、指定候補団体の概要、それから選定方法

について記載しておりますので、あわせて見ていただきたいと思います。

今回の選定の方法につきましては、現在一般社団法人涌谷町地域振興公社が管理しております５施設につき

ましては、隣接する施設や関連する施設を同じ指定管理者が管理することにより、相乗効果が図られ、観光施
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設や宿泊施設が連携した事業により利用者の利便性向上や町内への経済効果、またはスケールメリットを生か

した経費節減が期待できることから、５施設を一体的に管理するものとしまして、一括公募としたものでござ

います。

公募につきましては、公募型プロポーザル方式としまして、募集期間を平成29年９月28日から11月２日まで

の期間としましたが、応募者は一般社団法人の涌谷町地域振興公社１社のみでございました。

その後、11月10日に涌谷町公の施設指定管理者審査委員会におきまして、地域振興公社からのプレゼンテー

ションとヒアリング審査を行い、わくや万葉の里ほか４施設につきましては涌谷町地域振興公社を指定管理者

の候補者と決定したものでございます。

また、指定管理の期間につきましては、これまで３年としておりましたが、公社などにおいて短期間の指定

では職員の配置や職員育成などの問題等も考えられますことから、また現在多くの自治体において指定期間を

５年としていることなども考慮しまして、指定期間を平成30年４月１日から平成35年３月31日までの５年にし

ようとするものでございます。

以上で説明を終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。８番。

○８番（久 勉君） 72号から76号まで一括上程されました。指定管理者制度というのは、2003年、平成15年で

すかね、小泉内閣のときにできた制度なんですけれども、その前までは結局温泉ができたときから地域振興公

社という第三セクターで管理運営してきたんですけれども、それが指定管理者制度ができたときに指定管理と

いうことで業務を代行させていると。指定管理者制度そのものは、公の施設の管理運営を株式会社を初めとす

る営利企業、財団法人、ＮＰＯ法人、市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる

と。行政処分であり、委託ではないということがこの制度の特徴といいますか。その手続に当たっては、プロ

ポーザル方式や総合評価方式で指定管理者団体を選定すると。今お話を聞けば、９月28日から11月５日まで公

募して、そしてヒアリング審査を行って、残念ながら応募は１社だけしかなかったと。

ただ、きょう出された議案のところで、審査でどんな審査がされたのかというのもちょっとわかりにくいん

ですけれども、過去ずっと地域振興公社にやってきて、そしてちょっとおかしいことがあって、これじゃいか

んということで、町のほうの関与もあって、法人化ということで行われたんですけれども、じゃあその法人化

によってどこがどう変わっていくのかということですね。例えば、きょう出てきた議案だけで、じゃあ中身は

どうなのというのは全然これだとわからないんですよね。結局、あとは協定を結んで、協定の中でこういうこ

とを指定管理で代行してもらうという……。といいますのは、指定管理によって今までやってきて、これは別

に涌谷だけじゃないんですけれども、その問題点というのは幾つかあるわけなんですけれども、例えば出来レ

ースと言われているのではないかと。従来できていて、そこは１つしかないからそこに頼むのが当たり前とな

っていると。そこには職員の天下り先となっているという団体もあるとか、それから弾力性や柔軟性のある施

設運営と言っていますけれども、公共施設として不適切な運営がされているようなところもあるという指摘と

いうんですかね、結局実際は条例とか施行規則で定められていて、それの範囲を逸脱できないような制約があ

るところとか、これは別に涌谷という話じゃないことです、一般的に言われていることですので。そういった

ことから、じゃあ何を基準に、本来行政がやらなければならないことを、このとき出てきたのは結局経費の節
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減という、小泉内閣の経費の節減みたいなことで出てきたんですけれども、果たしてそれが本当に経費の節減

になっているのか、住民の福祉の向上になっているのかというのは、なかなかわかりにくいと。

先ほど総務課長の説明の中で、３年から５年に延ばすというのは雇用の問題とか、これも指摘事項の中には

ありまして、結局３年間では人材育成がなかなかできないと。一旦採用した職員が、指定管理がなくなったら

みんな首になっちゃうのかと。これはその相手の団体の形にもよると思うんですね。例えば会社とか営利企業

とか、大きいのをやっていて、そこのところだけを指定管理を受ける、ならその指定管理を受けなくてもそこ

の組織は存続するよというところだったら問題にはならないと思うんですね。ただ、うちの公社みたいにそこ

だけで回しているというのは、指定管理を外されてしまったらそこで働いている人たちとか何とか、行き場が

なくなってしまうというような問題はあろうかと思いますけれども。

そういったことは別にして、今までやってきて、果たして改善するところがどんなところにあるのかなとか、

それがわかるような協定内容になっているかどうかというのは、議長、これ協定案の、もし案がなければ、多

分あると思うんですけれども、今までも協定を結んでやってきているわけですから、それでよかったところ、

悪かったところとか、検証されたのかどうかということを見るためにも、協定案があれば協定案の資料の提出

をお願いしたいんですが。

○議長（遠藤釈雄君） 休憩します。

休憩 午前１０時４８分

再開 午前１０時４９分 〔出席議員数休憩前に同じ〕

○議長（遠藤釈雄君） 再開します。

８番。

○８番（久 勉君） 今、副町長のほうから休憩中に事業計画ということで言われたことだから、手持ちに、さ

きの公社のときの事業計画……、定款っていうんですか、定款じゃなくて最初のは公社の規約ですかね、それ

を社団法人にするのに定款に変えて、目的、事業のところで、事業というのがあるんですけれども、第４条で、

これは公社のときと法人になっても変わっていません。第４条で、当法人は前条の目的を達成するために次の

事業を行うと。１から７までありまして、１は余暇開発のためのイベントの企画、開催及び運用、２が地域資

源の保全と活用のためのイベントの企画、開催及び運用、３、地域産品（農産品、農産加工品等）の企画、製

造及び国内外の販売、購入、４、前各号を達成するための調査及び研究事業、５、前各号を達成するための人

材育成事業、６、これなんです、公共施設の管理運営委託事業。７に前各号に附帯・関連する目的を達成する

ために必要と認められる事業となっていまして、今声を高くした６番目の公共施設の管理運営委託事業という

のは、ずっとそれだけでないのかなと。今までのを見て、そのほかの１から５までの余暇開発とか地域資源の

保全とか地場産品とか、それらに関する調査研究とか、達成のための人材育成とか、それらの成果というのは

全然見られないように私感じられるんですが、その辺を今回指定管理するに当たって町としてここだけはやっ

てほしいとか、例えばこの中でなかなか難しいと思うのは調査及び研究事業とかこういったのはやはりお金の
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かかることとか、例えば株式会社みたいな大きい組織の中で研究開発部門を持っていて、そこで商品開発とか

なんとかをして自分のところで販売経路に結びつくことができるとかというんだったら、そこに金をかけるこ

とができるかもしれませんけれども、今の公社の実態を見れば、あそこの施設管理で手いっぱいで、そこから

また研究開発に人を割けるかといったら、そういった人材を求めることができるかというと、かなり疑問だと

思われます。それは公社の問題だから町は関係ないやと言ってしまえばそうかもしれませんけれども、やはり

指定管理をするに当たって、町の役割と、町が公社に期待するものという、そのあたりのすみ分けをやっぱり

はっきりして指定管理をしていただかないと、どちらにとってもいいことがないのではないかと。だったら、

前のただの委託だけの、温泉があるから温泉のお客さんとかなんとかの応対だけしてもらえばいいやというこ

となのか。そうではないと思うんですけれどもね。温泉をつくったときに、温泉の管理だけではやっぱり大義

名分が立たないのではないかといって、こうやって事業をだらだらだらだらと格好よく見せるためか何か並べ

たのはいいけれども、実際行われていないというこの実態をどうしていくかということをやっぱり考えていく

べきだと思うんですけれども、せっかく法人にして、スタッフも変えようとして、今までの反省を踏まえてこ

れまでじゃいかんということで心機一転やったわけですから、さらにそれをアップさせるためにも、今回の指

定管理をすることの意義というのは次に向かっての新しいステップの１歩だと思うんですよ。だからなおさら

こういったことをきちんとすべきでないかと思うんですけれども、いかがでしょうか、町長。

○議長（遠藤釈雄君） ただいまの質疑は少し長かったんですが、どんな基準で指定管理を行うのかということ

と、相手である公社に対してどんな機能を期待しながら指定に当たったかという面からご答弁いただければと

思います。町長。

○町長（大橋信夫君） それでは、私のほうからその見解を述べさせていただきます。

議案に載せられております第72号、わくや万葉の里、第73号、健康文化複合温泉施設、それから研修館、世

代館、健康パークとありますが、その施設の特徴によりまして今運営、そしてまた集客に努めているところで

ございます。したがいまして、今公社としてこういう施設を運営していることにつきましては、ただいま久議

員おっしゃったとおりの中かと思います。その中におきまして、例えばろまん館でありますと、あれは歴史館

でございますので、例えば教育に資する場合におきましては当然町のかかわりが出てくると。そういった場合

に、公社の仕事と町とのかかわりの中のすみ分け、それから健康文化複合温泉施設、いわゆる天平の湯につき

ましては、名称のとおり健康文化複合温泉施設ということでございまして、当然温泉を一般の方々に提供しな

がら、その中で対価をいただくということがございますが、その際に町民の健康を守るためにその施設をどう

活用するのか町が考える、そうなりますとやはりそういった形のすみ分けが必要かと思います。そういった中

におきまして、74号、75号、76号につきましてもそれぞれの施設が持つ特色、それから設置目的、これを町が

活用する場合におきましてはその辺のすみ分けができるものと、そのように理解しております。

○議長（遠藤釈雄君） ８番。

○８番（久 勉君） 前から言い続けてきたことなんですけれども、万葉の里については、いろんな考え方があ

るから別に私のが正しいとかどうとかということじゃないですけれども、美術館、博物館、史料館についてほ

かでも指定管理をしているところはありますので、文化会館みたいなところを指定管理して、そこで黒字にし

なさいよとか、もうけなさいよというのはそれは愚の骨頂な話でして、それは全部一つにせざるを得ないとい
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う状況はわからないわけではないのですが、どう考えてもろまん館については、そこに配属された職員が赤字

だからとかと言われるのもつらいことでありますし、温泉は指定管理の意味からすればもっと柔軟な対応、例

えば条例で決めている利用時間とかそういった枠を外して、利用者のためにということができるというのは指

定管理のいいところなんですけれども、ろまん館についてはなかなかやっぱりそこで一緒にして、温泉で上が

った分をそっちに回すということが果たしていいことなのかどうかというのを、きょう出てきたからこれは何

とも言えないんですけれども、ずっと言い続けてきたんだけれどもなかなか聞いてもらえないことで、それは

それなんですけれどもね。

ただ、今年度は11月末現在で入館者数が、もう今年度３月までの予定者数をオーバーしていますということ

ですから、それはそれとしていいことですので、それは継続してＰＲとかなんとか、職員が頑張った成果かな

と思いますので、それはそれとしていいと思うんですけれども、本当にこのままでいいのというのと、あと協

定、事業計画がああいうふうにあるわけですから、協定を結ぶに当たってもう一回公社ときちんと話し合いを

されて、公社でもやっぱりできないのはあると思うんですよ。さっき言った研究開発をやれと言われても、こ

れはね。自分のところでできるくらいのマンパワーとか資源とかを持っているかといったら、なかなかその辺

は厳しいと思いますので、それはそれとして、きちんとした協定を結んでいただくことを……、お願いと言う

とおかしいけれども希望しますということ。

ただ、さっき言った柔軟な対応ということでは、温泉が前は残念だったんですけれども、お役所と同じで年

末年始休まれていたのが、ことしは大みそかは５時までやりますと。１日も朝からあけますと。やっと変わっ

てきたなと。職員というかスタッフがですね。それは理事長以下、スタッフを一新して、その下で働く職員も

やっぱりそれが当たり前なんだと。サービス施設として。役所と同じで時間から時間、あるいは曜日とかで決

まり決まったことじゃなくて、利用者のニーズがどこにあるのかというのをきちんと把握して、やっぱりやっ

ていただくのがそういった外に出していることの意味だと思います。

ちょっとさっきの繰り返しになってしまいますけれども、相手の事業計画と町が期待するものとの突き合わ

せをきちんとして、締結をしていただければと思います。

○議長（遠藤釈雄君） 町長。

○町長（大橋信夫君） 質問者がおっしゃいました万葉の里、いわゆる天平ろまん館、恐らくその辺が質問のポ

イントかと思われます。この天平ろまん館、ただの展示施設じゃないんですね。天平産金の地としての場所、

そして東大寺の関係、本来はそれが前面に出るはずの施設なんです。それが今まで出されてこなかった。そう

いったことにつきましては、今はおかれています公社の運営ですけれども、町が大いにかかわるべきであろう

と。それをおろそかにしてきた部分が今まであったのかというふうに感じております。その辺を十分反省しま

して、町の歴史・文化、涌谷町が他に誇れる施設の一つとして大いにかかわっていきたいと、このように思い

ます。

○議長（遠藤釈雄君） この協定に向かっての最終的な協議をさらに進めようという。副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 今、８番議員さんのいろんなご意見がありました。今回、指定管理者を選定するに

当たって、私が委員長で、いろいろなお話を聞かせていただいて、最終的に１社しかなかったんですけれども、

１社の中で行政からの注文、それからこれまでの反省、それらも全部含めて公社のほうには伝えたつもりでお
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ります。地域振興公社という名前をつけて、任意団体でスタートしました。当初、先ほど７項目、久議員さん

のほうからあって、目的を挙げましたけれども、将来はそうなってほしいという希望的観測の中で多分地域振

興公社という名前をつけて、あの目的をつくったと思うんですね。そのことは多分これから、今までは施設の

管理だけだったんですけれども、社団法人になったので、私は注文をつけました。この会社を少し大きくして

ほしいと。雇用の場にしてほしいと。それから、ある程度行政でやらなければならない部分の施設管理につい

ても、運営をやれるのであればやってほしいと。それから、先ほど町長が言いましたけれども、ろまん館が歴

史館、史料館的なものでどうのこうのと言いますけれども、あれは全国に発信している観光行政の中で一つの

大きな涌谷の目玉です。それをどんどん生かしていかなければならない。じゃあ行政も一緒にやっていかなけ

ればならないので、今日本遺産の申請の手続なんかもしていますけれども、そういう中で公社とも連携をとり

ながらやっていかなければならないと。ただその中には、余りにも行政が口を出すと民間のいい部分が出てこ

ないというところがあるので、その辺は十分気をつけていかなければならないだろうなと思います。

それから、事業計画の中で公社のほうからいろんなアピールがありました。経営のスローガンとかそういう

のを全部、１時間半くらいですかね、公社のほうからプレゼンテーションしていただいて、各委員さんからい

ろんな意見を出して、これまでの体制ではなく、やっぱり先ほど議員さん言ったように職員のモチベーション

といいますか、資質といいますか、そういうのも変えていかなければならないし、そういうのをきっちりと言

わせていただいて、今回公社でよかろうということで議会のほうに提案させていただいたところでございます。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） よろしいですか。

休憩します。再開は11時20分とします。

休憩 午前１１時０４分

再開 午前１１時２０分 〔出席議員数休憩前に同じ〕

○議長（遠藤釈雄君） 再開いたします。

ほかに質疑ございませんか。10番。

○10番（門田善則君） 指定管理の部分について、委員会でもお聞きしたわけなんですが、あえて本会議であり

ますので、再度お聞きしたいと思います。

まず、今回募集に応募をされた方が１社しかなかったと。大変残念なことで、プロポーザル方式、提案型の

募集に関しては、やっぱり数多くあって、それで争っていただいて、いいものを採用するというのが原点なは

ずなんですね。それが１社しかなかったということは、大変私としても残念だし、またその期間としてネット

だけの公募だけでよかったのかどうか。今後、１社しかなかったので再度延長して２社が来るような形をとる

ことも考えられたのかな、どうなのかなと。その辺は執行者側の判断でありますけれども、私からするとやっ

ぱり２社以上の応募者があって、やっぱりそれを選ぶほうが、どちらがいい提案型なのかなということで見る

のが一番すばらしい業者選定になるのかなという思いがありますので、そういった意味では今後募集に関して
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も考えるべきではないかなというふうに考えます。

そこででありますが、今回３年から５年の契約ということで、期間が延びるわけです。先ほど副町長のお話

がありましたが、やっぱり雇用する側としては安定した雇用体制を築くためにやっぱり短いよりは長いほうが

いいという、これは当然であろうなというふうに思います。しかしながら、ここで心配されるのは、その１年

目、２年目、３年目ともしも結果が出ない指定管理者であったならば、また前のような、なくなったからお金

が欲しいというふうな話になっても大変なことになってしまうわけでございます。そういった部分に関しては、

どのように判断されたのか。または、その協定書の中にそういうことがどのようにうたってあるのかなという

ことでお聞きしたいと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 10番門田議員さんのご質問でございます。今回の指定管理者の募集の方法

につきましては、インターネット等で周知はしたつもりではございますが、だけじゃなくて広報であったりと

いうふうな部分も今後は考えてまいりたいと思っております。

また、今回１社だけの応募ということで、２次募集というふうな形になるかと思いますけれども、そういっ

たことも考えられないのかということで、スケジュール的に指定管理を指定しまして、例えば12月に指定しま

して、翌年度の４月から管理をするといった場合のその準備期間でありますとかを考慮した場合、一旦締め切

って、１社しかないからまた２次という部分についてはなかなか難しい部分もあるのかなというふうに考えま

すけれども、できるだけ多くの方が応募できるようなものにしていきたいというふうに考えております。

また、指定をしてから団体が経営がおかしいとか悪化した場合にどうなるんだということでございますが、

今回の募集要項の中にも指定の取り消しという項目を設けまして、会社更生法の規定に基づく更生であったり

再生手続を開始した場合でありますとか、財務状況が著しく悪化して、管理運営業務の履行が確実でないと認

められるときは指定の取り消しをするというふうな項目を設けております。なおかつ、これの上位になります

けれども、指定管理に関する条例の中でも指定の取り消しというふうな規定がございまして、指定管理者によ

る管理を継続することができないと認めるときは指定を取り消しすることができるというふうなことでござい

ますので、その事業計画と余りにもかけ離れたようなものであれば、当然取り消しというふうなことになるか

と思います。

終わります。

○議長（遠藤釈雄君） 10番。

○10番（門田善則君） そういった要項が入るのであれば、指定する側としてはある程度前とは違った形の中で、

町民の大事な税金がそういった部分の中で常に足りないからくださいというふうなことにならないことが一番

でありますので、今指定管理は涌谷町ではほかにもやっているわけです。ゆうらいふとか、社会福祉法人とか

にやっているわけです。でも、あちらを見ているとすごい経営が安定していて、健全経営ですね。そのほかに

も内部留保もしておられるというふうなお話、理事のほうから聞いたわけですが、そういった形になっていけ

ばもっといいのかなというのが私の理想であります。ですから、温泉も当初つくった思いというものが、町民

の健康文化複合施設ということでつくった思いの中で、でも健康文化複合施設だから幾らお金をかけてもいい

んだということにはならないわけですよ。ある程度やっぱり決まった管理料のなかできちんと経営していただ
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くということが前提でありますので、だから今後は、今回この契約が整えばその業者においてはそのようにな

るような形を私は望むわけではございますけれども、あえて今回聞いたのは、やっぱり本会議の議事録に残る

ということは相当重いわけでございます。そのときに、言った言わないの話の中で、あのときこうだったろう

ということになったときに、やっぱりそれをきちんと明確に文書で出せるものになるわけですから、そういっ

た意味では今回改めて聞かせていただいたわけでございます。

そこで、再度お聞きしますけれども、５年間、仮にうまくいって、利益も内部留保もできるような育て方を

したいという副町長の話もありましたが、そのようになっていけば私も最高の業者になっていくんだろうと。

それが次の契約、次の契約というふうなことになると思うんですけれども、今回この業者を、１社しかいない

から私もそれ以上踏み込めないんですけれども、内容もわからないから。決め手として、さっき事業計画がと

いう話でしたけれども、ざっくばらんに言ってこの部分が前と違って私の心を打った決め手なんですというの

がもしもあれば、その辺をお聞きしたいなと思います。

○議長（遠藤釈雄君） 副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） それでは、プレゼンテーションをするということで、公社のほうにはきちんとした

ものを出してこいということで、４人の各部門の課長さん方に１人ずつその施設、施設ごとのスローガンを挙

げて、アピールといいますか、そういうのをしていただきました。そのために、経営スローガン、それから天

平の湯についてはこのようなことをやっていく、それからろまん館についてはこのようなことをやっていく、

ある程度目標を定めた事業計画書が出てきています。

一番思ったのは、ろまん館なんですけれども、あれは観光客を相手にする施設ということで、これまで旅行

会社の中で動いて営業して、涌谷のほうに来たり、それから台湾の方、それから東南アジアの方々に来ていた

だいて、ある程度人数を把握できていると。じゃあそれにプラスアルファあるのかということをちょっと聞か

せていただきました。そうしたら、担当のほうからはあそこは歴史館でもあるし、涌谷の子供たち、それから

近隣市町村の子供たちの教育の場でもあると。ですから、例えば小学校５年生になったらあそこに課外授業と

して来て勉強していただくとか、そういうのもこれから営業に入りますとかという意見をいただいています。

それから、温泉については、確かに町内の方、それから町外の方、前にも話しましたけれども、町外から来

る方のほうが多くて、町内の方はちょっと少ないということですので、町内の方にどのようなアピールをして

いくかということです。前は無料券を出して、来てちょうだいということでいろいろやったんですけれども、

ここ２年ぐらい私ずっとチェックをかけているんですけれども、料金を伴わない入浴者はずっと多いんですよ

ね。そうすると、営業としては、人は来ているんだけれども収益に上がっていないという部分があるので、そ

れは町のほうがお願いして無料券を出していただいたということになったので、今回については町が町民の方

にあの施設を利用してくださいというアピールをするときには、町の負担でやるというふうな形も一応話しま

したし、それから公社のほうではそういうもの、それからあそこでやる各月別のイベントですね、そういうの

をいろいろ考えて、季節、季節に合ったイベントを考えて、町内の方々に利用していただくというようなアピ

ールもしていただきました。

それから、研修館、世代館については、トレーニングルーム、それから今レストランはないんですけれども、

宿泊施設があるんですけれども、宿泊施設については多分近隣で一番安い宿泊料金を設定されております。そ



－６１－

ういうものをもう少しアピールしていきたいということ。それから、町内の方々の例えば帰省された方、そう

いうものについてもあそこに泊まっていただいて、温泉を利用していただくとか、そういうアピールをどんど

んしていくというようなアピールもしていただきましたので、少しはそういういい方向に、みんなが考えるよ

うな方向になってきたなということで、審査委員長としては叱咤激励をしながらお願いをしたところでござい

ます。

終わります。

○議長（遠藤釈雄君） 10番。

○10番（門田善則君） ちょっと今の副町長の、確認なんですが、前に地域振興公社で無料券を出していたとい

う部分があって、その部分については今度町というふうな、今言ったのはそういう感じですか。その辺をちょ

っと詳しく教えてほしいんですけれども、要は町でというと、俺の誤解なのかもしれないけれども、町で配る

ようなことがあっては、ちょっとこれはまずい問題が発生すると思うので、地域振興公社でやるのはいいんだ

けれども、町で配るとなると、町長が配ったという話みたいになってしまうと、これは大変公選法にも違反す

ることになるので、それはできないと思うので、その辺の工夫は必要だと思います。

それで、一つ私昔から気になっていたのは、いろんな方に言われます、宮城県内の人にも、県外の人にも。

ろまん館です。要はろまん館、あの施設だけを見るのならいいそうです。しかし、あそこから歩いて神社のほ

うまで行くと、期待に胸を膨らませて歩くそうですね。あそこまでずっと。で、期待外れで帰ってくるらしい

んですよ。そこを何とかしなければ、私はだめだと思うのね。みんなそこを言うんですよ。だから、そういう

工夫もない、私は前に冗談でこう言いましたけれども、砂金採りをしているろう人形でも川のほうに飾って、

その流れを、最後に金になるまでの流れをろう人形であらわすとか、そういう何かインパクトの強いものがな

いと、あそこで砂金採りをしました、またあっちの奥もあるんですよと言われて奥まで歩いていった、結構が

っかりして帰ってくるというのが随分多い声なんですよ。だから、その辺の工夫を今回ちょっと提案者の方に

もなかったのかなと、少し残念だったかなと思っているわけなんですが、その辺は逆に町で整備することもい

いのかなというふうにも思うんですが、その辺、町長の政治判断にもなりますけれども、いかがでしょうか。

○議長（遠藤釈雄君） 最後はちょっと指定管理と議題が多少ずれますが、関連があることで。副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 無料券の配付ということなんですけれども、これまでも町民の方々の財産でござい

ますということで、ぜひ使っていただきたいということで、無料券を１家庭２枚でしたか、そういうので配付

をさせていただいて、利用していただいております。それについては、公社の予算の中で今までずっとやって

もらったのがあるので、例えばお正月にそれを出すというのであれば、町のほうで町民の方々にプレゼント、

だからさっき言った選挙どうのこうのじゃなくて、涌谷町として町民の方々にあの施設を利用してほしいと。

公選法にはひっかからないと思います。

それから、ろまん館の施設、それからあそこの物産館ですか、その中であるんですけれども、神社までの道

のりといいますか、あれについては歩道が前は黄金色だったんですよ。あの公園を整備したときには。今はも

う白くなってしまいましたけれどもね。その中で、公社のほうといろいろ話をしたら、あそこを歩いて退屈し

ないものを考えていきたいと言って、季節、季節の花だったり、それから秋になると奥のほうに行くと紅葉が

すばらしいところがいっぱいあるので、そういうのをアピールしていきたいということで、今多分計画をして
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いると思うんですけれども、そういうことの提案もされておりました。

以上でございます。

○議長（遠藤釈雄君） ほかにございませんか。７番。

○７番（後藤洋一君） ７番後藤です。

平成30年４月１日から平成35年３月31日までということで、指定期間が５年になったということに関しては、

やはり全国いろんな指定管理者制度を設けているところでは、５年がいいのか、場合によっては10年と、そう

いういろんな、各行政によっても指定管理者制度について考え方があります。そうした中で、やはり町民が指

定管理者制度、特に施設をどのようにしてもらったらいいのか、要するにどのように期待をしているのかとい

う面からすれば、そこに携わっている社員、人材の育成というのはやはりある一定の時間を要する、これは当

然のことでございます。そうした意味で、一般社団法人となって、いろんな意味で改革案が出され、それが実

績となって将来の方向性をきちんと目指すような社員の人材育成、そして住民から求められるようなそういっ

た公社にするということに関して、ぜひとも時間をかけてもいいですから特に社員の育成、人材育成に対して

十分なる育成なり、研修も含めて考えていただきたいと、そういう意味での副町長の考えをお聞きしたいと思

います。

○議長（遠藤釈雄君） 副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 大変ありがとうございます。

確かに指定管理期間が３年、５年、長いところは10年、20年というところもあります。それらについては、

今議員さんおっしゃったとおり人材育成と、それから受けた指定管理者のほうでの長期的計画というんですか、

そういうのがきちんとあるとやっぱりやりやすいというものがあるので、今回５年と２年間延ばしたんですけ

れども、その中で実績を見て、この公社であれば10年の中で、長期計画の中でこういうものをやってほしいと

いうものになっていくんだろうなと思います。

それから、温泉なので、前はお湯が汚いとか、それから施設が汚いとかそういうサービス面、それについて

はやっぱり専門性がある程度必要になってくると。職員の人材育成の中でも、職員というだけじゃなくて専門

的なお湯管理だったり、それから機材管理だったり、それから接客だったり、そういうのもきちんと教育しな

がら、あの施設を町民の方々の憩いの場、それから他町村の方々の、涌谷町の温泉はいい温泉だというお話も

聞いていますので、利用客がふえていくような形で進めていければということで今公社のほうにはお話をして

おります。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） ７番。

○７番（後藤洋一君） 今副町長から、そうした中で将来を見据えたような、やはり今後のいろんな教育、施設

の管理も含めてですが、県北のいろんな指定管理者制度を導入しているところなり、いろんな温泉施設があり

ますけれども、涌谷町ほどこういった施設の機能が高い、そういう施設は、県北でも大変すばらしい施設だと

思います。そうした中で、やはり研修館、世代館、そして天平の湯というようなことで、一体化をなされて今

いろんな取り組みをして、大変成果を上げているんですけれども、その中で将来的な見方からして、健康パー

クの位置づけをどのように考えているのか。ただ維持管理だけであそこを考えているのか。やはりある一定の
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期間が延びたというようなことで、そういう意味での総合的な、健康パークも含めて、健康パークの今後の活

用方法等もやはりいろいろ検討すべきではないかというふうに考えます。きのうも８番議員さんからいろんな

意味での、パークゴルフ場の問題等も出ましたが、あそこの一体的な総合的な管理からして、まだまだ時間を

かけてでも町民から求められるそういったニーズに対応できるようなところではないかというふうに思うんで

すが、その点に関してはどうですか。

○議長（遠藤釈雄君） 副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 健康パークでございます。ここにおられる８番の久議員さんがあそこの管理を私と

一緒にやったことがあるのですが、今は健康パーしかないんですね。昔は健康パークだったんですよ。健康パ

ークに温泉を建てたものですから、公園が半分になってしまったんですよね。前はあそこは散策道があったり、

それからムーンカートといって子供たちが遊んで、ぐるりと回ってこられるようなものがあったり、花があっ

たり、それからショウブの桟橋があったりということで、散策できるような形にはなっているんですけれども、

手つかずのままでいて、今はちょっとつり橋も危ない状況になっているということなので、この間ちょうど東

地区の老人クラブの会議に行ったときに、やっぱり東地区の老人クラブの方々が「あそこ何とかならないの

か」ということで、お話を受けてきました。それについても、町のほうで整備しなければならないと思ってお

りますので、人を呼ぶには人間の五感を使うようなもので呼んでいかなければならないということで、ある程

度花とかそういうのを植えてみたり、それからお風呂に入って体験したり、それから小劇場があるので音楽を

聞いたりという、五感に訴えるような一つのテーマパークにして、整備していかなければならないだろうなと

いうことで、公社と話をして、今後の健康パークのあり方について検討していこうということに今しておりま

す。以上です。

○議長（遠藤釈雄君） ７番。

○７番（後藤洋一君） 最後ですけれども、お風呂から上がってレストランで食事をしたときのあの健康パーク

の景観、開設した当時から比べると本当に雑木林みたいになっていますけれども、やはりあそこの再利用とい

うようなことも考えながら、長期的な視野に立って、ぜひとも社員の人材育成も含めて、将来的なきちんとし

た構想を持って、町民が考えている、町民が思っていることに対する、あと皆さんからもよく言われますけれ

ども、駐車場なり、あそこの管理ですね、もっともっとやっぱり再利用した中で、いろんな形でお客さんを呼

べるようなそういったものを持っているというふうに考えられますので、ぜひともその辺も長期的な立場に立

っていろいろ取り組んでいただきたいというふうに思います。

○議長（遠藤釈雄君） 副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 議員さんおっしゃるとおり、せっかくああいう施設があるものですから、全国に誇

れる、県内に誇れるような施設に、今後計画をつくって整備していきたいというふうに……、私が言ったので

はちょっとおかしいんですけれども、そういう形の中で公社と一体になって進めていきたいと思っております。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） 町長、答弁ありますか。よろしいですか。では町長。

○町長（大橋信夫君） 当然今提案いただきました10番議員さん、それから８番議員さん、７番議員さんからも

提案いただきました。大変含蓄のある提案だと思いますし、なおかつその規模によりましては公社でやるもの
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か、あるいは町が設置主体として新たに観光用に手を加える施設であるということになれば、当然公社と町の

考え方の中で一体となってやっていく方向だと思います。いずれにいたしましても、今大変お褒めいただきま

したが、これだけの施設を有効に使わない手はないと。なおかつこれが町の看板の施設になるように努めてま

いりたいと思いますので、その節は議会の皆さん方にはよろしくどうぞお願いします。

○議長（遠藤釈雄君） ほかにございませんか。１番。

○１番（竹中弘光君） １番竹中でございます。

皆さん質問していて、同じことの繰り返しになるかと思いますけれども、聞いておきたいのは、指定管理業

者が１社しかいなかったという部分では仕方ない部分があるんですけれども、私はこれでいいかと思うんです

けれども、ただ今までの流れから行きますと、地域振興公社が本当に一般社団法人で、法人だよという形の中

で対処しているのか、あくまでも町が指定管理という部分の、今後指定管理料も発生してきますし、その算定

基礎という部分にも値すると思うんですけれども、あくまでも町は指定管理料だけ出して、地域振興公社の経

営内容には口を出さないよというのか、その部分に関して明確にお願いしたいんですけれども。というのは、

今までの流れで行きますと、地域振興公社が失礼ですけれども町長がかわったり代表者がかわると、理事さん

たちもそこでかわってしまうと。そうしますと、前の流れとかそういったものが途中で見えなくなってしまう

ところを多々聞いておりますけれども、一貫性を持たせて、地域振興公社を育てていくという部分では何ら問

題は、意見を言うものではないですけれども、その流れというかそういう不透明な部分をちょっと感じますし、

やっぱりその点を、くどいですけれどもあくまでも法人として見るのか、町がかかわっていくのか、その点は

どうなんでしょうか。

○議長（遠藤釈雄君） 副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 指定管理者制度の中でこれから、これまでもやってきましたけれども、指定管理者

制度がつくられた、先ほど久議員さんのほうからいろいろありましたけれども、できるだけ町が関与しない形

の中で、民間の力を十分に発揮できるようなもので進めていただきたいというのが願いです。ただ、先ほど１

番議員さんが言われたように、野放しというわけにはいかないんですよね。私物化されても困るわけです。で

すから、やっぱり民間の、町民の方のチェックが入るような体制をとらなければならないだろうし、それから

今うちのほうの代表監査委員さんにも監査をしていただいたりしておりますけれども、指定管理料を出してい

ますので、そういう会計監査もきちんとして、チェックをかけながらやっていきたいというふうには考えてご

ざいます。以上です。

○議長（遠藤釈雄君） １番。

○１番（竹中弘光君） 私もその考えは確かにそうだと思います。思う中で、ちょっと取りとめもない質問にな

っていますけれども、というのは、町のほうで今達曽部上席副参事が出向していますけれども、そういう形を

続けていくのかどうかとなってきますと、町民からすればあくまでも町がやっているんだよねという捉え方、

だからいろいろ問題になっても町でやっているんだからと、職員もそういう見方でしかないと思うんですよ。

いつまでそういう部分の中で出向というか、町のほうで職員を派遣していくのか。そうしないと、結果的に独

立の中で、前の７番議員さんも言っていましたけれども、やっぱり職員さんが本当に育つというかやる気を出

すような環境に変えていかなければ、また前に戻りますけれども足りなくなりましたからまた町のほうで指定
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管理料を足してくださいとか、そういった可能性もありますので、その点今後どういうふうに考えているのか

お答えください。

○議長（遠藤釈雄君） 副町長。

○副町長（佐々木忠弘君） 職員の派遣については、今１人職員を派遣しておりますけれども、それについては

以前いろいろ問題があって、片づけなければならないものについて今職員を派遣して、ほとんど終わりました。

私議会のほうでもお話ししたんですけれども、法人化にしたいということで、法人にもなりました。達曽部統

括部長さんが今行っているんですけれども、軌道に乗せたらもう職員は引き揚げるというふうな形にしていま

したので、公社のほうには一般社団法人じゃなくて最終的には公益社団法人まで取るようなものにしてほしい

ということで、この間お願いもしました。ですから、今一般社団法人の中で軌道に乗ったらもう職員は引き揚

げると、公社が十分に民間の力を発揮できるようなものになれば一番いいだろうなというふうに考えてござい

ます。

○議長（遠藤釈雄君） １番。

○１番（竹中弘光君） そのような形になることを望んでいますし、そのようになるように、あくまでも職員に

対して利益が上がれば還元になるんだよというような体制づくりを本当に早急に考えていただくような指導を、

あくまでも一般社団法人でやるんですけれども、今も言ったとおり野放しにはできないということであります

れば、その部分を強く指導していただくように希望します。

○議長（遠藤釈雄君） 町長。

○町長（大橋信夫君） 大変ご心配いただきましてありがとうございます。当然法人、会社でありますから、そ

の中で利益を出すのは残った社員の仕事でありますから、利益の処分については会社でと考えています。当然

町といたしましても、今の定款の中で理事という立場にございますので、その辺の部分については当然町も意

見をさせていただきますし、設置者は涌谷町でございますので、野放しにするわけにはいきません。なお、そ

れ以上に職員の方々がしっかり頑張って、稼いだ対価は出るよというような意識になってもらえれば当然かと

思います。

○議長（遠藤釈雄君） ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第72号 指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立多数〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立多数でございます。よって、議案第72号 指定管理者の指定については原案のとお

り可決されました。

これより議案第73号 指定管理者の指定についてを採決いたします。
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本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立全員であります。よって、議案第73号 指定管理者の指定については原案のとおり

可決されました。

これより議案第74号 指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立全員であります。よって、議案第74号 指定管理者の指定については原案のとおり

可決されました。

これより議案第75号 指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立全員であります。よって、議案第75号 指定管理者の指定については原案のとおり

可決されました。

これより議案第76号 指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立全員であります。よって、議案第76号 指定管理者の指定については原案のとおり

可決されました。

昼食のため休憩いたします。再開は午後１時といたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分 〔出席議員数休憩前に同じ〕

○議長（遠藤釈雄君） 再開いたします。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第７７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第11、議案第77号 指定管理者の指定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第77号の提案の理由を申し上げます。

本案は、現在指定管理を行っております公の施設、高齢者福祉複合施設につきまして、指定管理期間が平成

30年３月31日をもって満了となりますことから、平成30年４月からの指定につきまして議会の議決を求めるも
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のでございます。

現在、指定管理者としております涌谷町社会福祉協議会につきましては、涌谷町の福祉サービスを担う団体

であり、町民医療福祉センターとの連携などこれまでの実績も踏まえ、引き続き管理を行うことが安定した福

祉サービスにつながるものと考えまして、涌谷町公の施設指定管理者審査委員会での協議を経て、指定を引き

続き更新することを判断したものでございます。

なお、指定期間につきましては、これまでの３カ年から５カ年とし、平成30年４月１日から平成35年３月31

日までの期間とするものでございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） それでは、議案書33ページをお開き願います。

議案第77号 指定管理者の指定について。

涌谷町高齢者福祉複合施設の指定管理者を指定することにつき、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求める。

平成29年12月６日提出。涌谷町長。

本案につきましては、ただいまの町長の提案理由のとおりでございまして、指定管理者の選定につきまして

は、資料の選定方法にもありますように現管理者であります社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会においてこれ

まで適切に管理が行われており、引き続き管理を行うことにより当該施設に係る安定した行政サービスの提供

及び事業効果が期待できるとして、涌谷町公の施設指定管理者審査委員会での協議を経まして、非公募で指定

を行うこととしたものでございます。

指定期間につきましては、わくや万葉の里等と同様、平成30年４月１日から平成35年３月31日までの５年間

とするものでございます。

終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第77号 指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第77号 指定管理者の指定については原案のとおり

可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――
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◎議案第７８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第12、議案第78号 指定管理者の指定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第78号の提案の理由を申し上げます。

本案は、現在指定管理を行っております公の施設、涌谷町土づくりセンターにつきまして、指定管理期間が

平成30年３月31日をもって満了となりますことから、平成30年４月からの指定につきまして議会の議決を求め

るものでございます。

現在指定管理者としておりますＥＣＯ有機利用組合につきましては、地域の畜産農家の皆様を組合員とする

団体であり、地域に根差した団体として定着していることから、これまでの実績も踏まえ、畜産公害防止と堆

肥の有効活用について引き続き管理を行うことが安定した運営につながるものと考えまして、涌谷町公の施設

指定管理者審査委員会での協議を経て、指定を引き続き更新することと判断したものでございます。

なお、指定期間につきましては、これまでの３カ年から５カ年とし、平成30年４月１日から平成35年３月31

日までの期間とするものでございます。

詳細につきましては担当課長から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（遠藤釈雄君） 総務課長。

○総務課参事兼課長（渡辺信明君） 議案書の34ページをお開き願います。

議案第78号 指定管理者の指定について。

涌谷町土づくりセンターの指定管理者を指定することにつき、地方自治法第244条の２第６項の規定により

議会の議決を求める。

平成29年12月６日提出。涌谷町長。

本案につきましても、ただいまの町長の提案理由のとおりでございまして、指定管理者の選定につきまして

は現管理者でありますＥＣＯ有機利用組合において、地域に根差した団体として定着し、適切に管理が行われ

ており、引き続き管理を行うことにより当該施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が期待でき

るとして、涌谷町公の施設指定管理者審査委員会の協議を経まして、非公募で指定を行うこととしたものでご

ざいます。

指定期間につきましては、さきにお認めをいただきました各施設と同様、平成30年４月１日から平成35年３

月31日までの５年間とするものでございます。

説明を終わります。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。
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これより議案第78号 指定管理者の指定についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第78号 指定管理者の指定については原案のとおり

可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議案第７９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第13、議案第79号 財産の処分についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。町長。

○町長（大橋信夫君） 議案第79号の提案の理由を申し上げます。

本案は、かねてより誘致活動を行っておりました三重県津市に本社を置きます松本産業有限会社に黄金山工

業団地の一部を譲渡するため、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

詳細につきましては担当室長から説明いたさせますので、よろしくお願いします。

○議長（遠藤釈雄君） 企業立地推進室長。

○まちづくり推進課企業立地推進室長（大崎俊一君） それでは、議案書35ページをお開きください。

議案第79号 財産の処分について。

次のとおり財産を処分することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年涌谷町条例第10号）第３条の規定によ

り、議会の議決を求めるものです。

１、土地の所在、涌谷町涌谷字黄金山８番５。地目、宅地。面積、9,493.15平方メートル。

２、処分の目的。工業の振興及び雇用の増大を図るため、工場用地として売却するため。

３、売却予定価格。2,658万820円。

４、契約の相手先。三重県津市森町5000番地８。松本産業有限会社、代表取締役、松本周二郎。

平成29年12月６日提出。涌谷町長。

本案につきましては、町長からの説明がございましたとおり、おととしの12月より誘致をしてまいりました

三重県津市に本社を置きます松本産業有限会社と昨年の12月12日に立地協定を締結しており、その後、協議が

整いまして、先月９日に土地の売買に係る仮契約を締結させていただきました。

売却価格につきましては、平方メートル当たり2,800円となり、面積が9,493.15平方メートルであることか

ら、これを乗じまして2,658万820円となっております。

松本産業様につきましては、この議案をお認めいただきました後、本契約となり、入金確認後引き渡しとな

る予定となっております。

定例会資料２ページをごらんください。
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今回、下段の部分、黄金山８番５につきまして、9,493.15平方メートル、こちらが売却地となります。

残りの大区画につきましても、今回３万4,760.01平方メートルで確定しております。この区画につきまして

も、今後引き続き誘致活動を行ってまいりますので、ご理解いただきたいと思っております。

以上で説明を終わらさせていただきます。

○議長（遠藤釈雄君） これより質疑に入ります。質疑ございませんか。５番。

○５番（大友啓一君） この前、現地を見学させていただきましたが、私はこの件について反対するものではご

ざいません。今後のことも含めまして、ちょっとお聞きしておきたいと思います。坪大体8,000円から9,000円

ぐらいの間ですかね、平方メートル2,800円ですから。まずこれはどういう根拠で平方メートル2,800円になっ

たのか。前にちょっと説明を聞いたような気もするんですけれども、ここは確認させていただきます。

それと、今後、上の3.5ヘクタールですか、多分ここは今後企業さんによっては分譲という形での売却も考

えられると思いますけれども、今回松本産業さんの分はまるっきり盤のかたいところだと。そうすると、その

上の段というのは地盤を掘削した部分と盛り土をした部分がありますけれども、今後単価の違いが出てくるよ

うな議論はなかったんでしょうか。まずそこをお聞きします。

○議長（遠藤釈雄君） 企業立地推進室長。

○まちづくり推進課企業立地推進室長（大崎俊一君） まず2,800円の根拠ですけれども、造成するに当たりま

して、誘致をもともと行いました２社につきまして県と町と三者で交渉に当たっておりまして、その中で価格

設定、造成前ということもあったものですから、そのときに価格設定2,800円ということで提示させていただ

いて、決定させていただきました。その後、松本産業さんが入ってきて、３社同時に交渉ということになりま

したので、そのまま2,800円という数字を使わさせていただきました。

上の3.5ヘクタールにつきましては、造成が終わったということで、新たな今価格設定の提示をさせていた

だいておるところですけれども、交渉次第では分譲する可能性もありますが、現在のところは一括ということ

で、価格提示のほうをさせていただいております。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） ５番。

○５番（大友啓一君） この根拠はわかりましたけれども、単価をこれから考えるのかという問題に対しては、

恐らく企業さんが入ってきた場合ですと建屋をつくるわけですね。そうすると、かなりかたい地盤の上に基礎

工事なんかを入れれば、これは相当な経費がかかるんだろうなと私は思います。それで、多分松本産業さんも、

全面的に地盤のかたいところですから、基礎のほうでもかなりの費用はかかるんだろうなと。多分地中ばりか

何かでやるんだと思いますけれども、地中ばりの方法をとればとるほど経費はかかるんですよ。そういった意

味で、上の段は約半分ぐらいですかね、盛り土というのは。盛り土のほうを契約したところというのは、そう

いう経費から違ってくると思うんですけれども、企業側の立場で考えるとそういう価格差はあってもいいのか

なとは思うんですけれども、そこの考えはどうですか。

○議長（遠藤釈雄君） 企業立地推進室長。

○まちづくり推進課企業立地推進室長（大崎俊一君） 松本産業さんにつきましては、今構造計算とかをやって

いる最中なので、うちのほうで何も申し上げることはないんですけれども、上の部分につきましては確かに
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半々、盛り土の部分が若干少ない程度になっております。あと、何の工場が入るかにもよるかとは思うんです

が、やっぱり地下にピットをつくられる工場も中にはありますし、全く地盤の上に載せてしまう工場の形態も

ありますので、それはあと用地の交渉をしながら、現在は価格8,000円で提示させていただいておりますので、

その中まで含めながら交渉のほうをさせていただきたいなと思っております。

○議長（遠藤釈雄君） よろしいですか。

ほかにございませんか。２番。

○２番（佐々木敏雄君） 上のほうの敷地についてちょっとお伺いしますけれども、のり面の管理はどこでする

のか。その経費とかも算定しているのか、お聞きしたいと思います。

○議長（遠藤釈雄君） 企業立地推進室長。

○まちづくり推進課企業立地推進室長（大崎俊一君） のり面の管理につきましては、町のほうで行うことにな

っております。

あと、その経費の算定につきましては、現在当初に向けて算定中でございます。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） ２番。

○２番（佐々木敏雄君） 私も現地を見たわけですけれども、西側の部分というのは平場で、何の区切りもない

状態で、長年すると崩れとか若干出てくる可能性もあるので、ここ、構築物が白くなっているのは恐らく側溝

か何かだと思うんですけれども、そういうところを分譲する面積まで含めるということは考えられないのか。

そういうようにしておいたほうが、将来的にも安心じゃないのかなと思うんですが、その辺いかがですか。

○議長（遠藤釈雄君） 企業立地推進室長。

○まちづくり推進課企業立地推進室長（大崎俊一君） 売却予定地につきましては、敷地内に側溝が入っていま

す。その内側を分譲地としてうちのほうでは予定しておりまして、西側というとのり面の部分ですか。はい。

そちらにつきましては、やはり崩れないという設計はしておりますので、崩れることは想定していませんが、

万が一あったとしても、町の町道敷という扱いであれば復旧も早いのかなということで考えております。以上

です。

○議長（遠藤釈雄君） ２番。

○２番（佐々木敏雄君） 管理するのは町でいいと思うんです。かなり高低差もある広いところなので、いいん

ですが、何社来るかわかりませんが、１社とした場合に側溝までの管理ぐらいは工場でしたほうが、使い勝手

なり管理上いいんじゃないのかなと思うんですが、これからの交渉になるんだと思うんですけれども、その辺

はよく相手方ともお話ししたほうがいいと思いますが、私の考えはそうですけれども、いかがですか。

○議長（遠藤釈雄君） 企業立地推進室長。

○まちづくり推進課企業立地推進室長（大崎俊一君） 敷地の境界につきましては、今後とも交渉してまいりた

いと思っております。

○議長（遠藤釈雄君） ほかにございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。
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これより討論に入ります。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議案第79号 財産の処分についてを採決いたします。

本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立全員〕

○議長（遠藤釈雄君） 起立全員であります。よって、議案第79号 財産の処分については原案のとおり可決さ

れました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎議発第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（遠藤釈雄君） 日程第14、議発第３号 涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

事務局職員に議案を朗読いたさせます。事務局総務班長。

○事務局総務班長（今野千鶴君） それでは、議員提出議案１ページをお開きください。

朗読いたします。

議発第３号

平成２９年１２月７日

涌谷町議会議長 遠 藤 釈 雄 殿

提出者 涌谷町議会議員 大 泉 治

賛成者 同 久 勉

賛成者 同 門 田 善 則

賛成者 同 杉 浦 謙 一

賛成者 同 大 友 啓 一

賛成者 同 鈴 木 英 雅

涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の提出について

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び涌谷町議会会議規則第１３条第２項の規定により提

出します。

（提出の理由）

国の人事院勧告により、「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されるため、

これに準じ改正するもの。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） 提出者の趣旨説明を求めます。11番大泉 治君。

○11番（大泉 治君） ただいま上程されました議発第３号 涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条
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例の一部を改正する条例について提案の趣旨説明を申し上げます。

改正の趣旨は、国の人事院勧告により「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が施行

されるため、これに準じ改正いたそうとするもので、議員の期末手当を年間3.25月から3.30月に改正いたそう

とするものであります。

次のページをお開き願います。

改正の内容は、第１条において本年12月期の期末手当支給率を現在の支給率1.70月から1.75月に引き上げ、

平成30年度以降については第２条において６月期の期末手当の支給率を1.55月から1.575月に、12月期の期末

手当の支給率を1.75月から1.725月にそれぞれ改めるものであります。

施行期日につきましては、第１条は公布の日の属する月の初日から施行するものでございます。

第２条につきましては、平成30年４月１日からとするものであります。

なお、新旧対照表のアンダーラインの部分がこの条例により改正いたそうとするものでございます。

以上です。

○議長（遠藤釈雄君） 提案の趣旨説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） これにて討論を終結いたします。

これより議発第３号 涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を採決いた

します。

本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、議発第３号 涌谷町議会議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――

◎散会について

○議長（遠藤釈雄君） お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思います。これにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○議長（遠藤釈雄君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会することに決しました。

―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――――
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◎散会の宣言

○議長（遠藤釈雄君） 本日はこれで散会いたします。

ご苦労さまでした。

散会 午後１時２５分


